
行政利用部分 広告利用部分

行政利用モニター
47インチ以上×1個

広告掲載面

行政利用モニターを
超えないもの

＜デジタルサイネージ大きさ上限＞
高さ2,100ｍｍ×幅1,700ｍｍ×奥行300ｍｍ

パンフレットラック×
４個以上

700ｍｍ
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